
  

公立大学法人京都市立芸術大学契約職員就業規則 

（平成２６年３月２６日理事長決定） 

（平成２７年３月３日一部改正） 
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  第１章 総則 

（目的） 

第１条 労働基準法（以下「労基法」という。）第８９条により，公立大学法人京都市立

芸術大学（以下「法人」という。）に勤務する契約職員（以下「契約職員」とい

う。）の労働条件その他就業に関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規則において，「契約職員」とは，法人に雇用される者（派遣職員（公益的

法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第２条第１項の規定及び京都市

公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第２条第１項の規定に基づき，京都市か

ら法人に派遣された職員をいう。以下同じ。）を含む。）のうち，次に掲げる者をい

う。 

 ⑴ 公立大学法人京都市立芸術大学職員就業規則（以下「職員就業規則」という。）第

２１条の規定により，法人に再雇用される者（以下「再雇用職員」という。） 

⑵ 雇用期間を定めて事務を補佐する者（臨時職員を除く。）（以下「事務補佐員」

という。） 

⑶ 京都市を退職し，法人に雇用される者（以下「市退職職員」という。） 

（適用範囲） 

第３条 この規則は，すべての契約職員に適用する。 



  

２ 前項の規定にかかわらず，派遣職員の就業に関する事項については，法人と京都市と

の間の取り決めにおいて別段の定めがある事項を除き，この規則を適用する。 

（再雇用職員の対象者） 

第４条 再雇用職員の対象となる者は，職員就業規則第２０条第２号の規定により定年退

職した者とする。 

（市退職職員の対象者） 

第５条 市退職職員の対象となる者は，次の各号に掲げる者とする。 

⑴ 京都市職員の定年等に関する条例第３条の規定により定年退職した者 

⑵ 京都市職員の再任用に関する条例第２条により，定年退職者に準じる者とされた者 

⑶ 京都市職員の再任用に関する条例により再任用され，当該任期の満了により退職し

た者 

（法令との関係） 

第６条 契約職員の就業に関し，労働協約，労働契約及びこの規則に定めのない事項につ

いては，労基法その他関係法令及び法人の諸規程に定めるところによる。 

（規則の遵守） 

第７条 法人及び契約職員は，この規則を遵守し，誠実にその義務を履行しなければなら

ない。 

（規則の周知） 

第８条 法人は，この規則の内容及び趣旨の周知徹底を図るとともに，この規則を改廃し

た場合には速やかに契約職員に周知しなければならない。 

 

   第２章 人事 

（採用） 

第９条 事務補佐員及び市退職職員の採用は，選考によるものとし，面接，経歴評定，筆

記試験その他の方法により行う。 

（再雇用の方法） 

第１０条 再雇用職員の再雇用は，第４条に規定する対象者が再雇用を希望した場合であ

って，当該対象者が職員就業規則第２２条第１項各号のいずれにも該当しない場合に

行う。 

（勤務条件の明示） 



  

第１１条 法人は，新たに契約職員となる者に対して，次に掲げる勤務条件を記載した文

書を交付し，その他の勤務条件に係る事項については，口頭又は文書で明示する。 

⑴ 労働契約の期間に関する事項 

⑵ 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項 

⑶ 始業及び終業の時刻，所定労働時間を超える労働の有無，休憩時間，休日及び休暇

に関する事項  

⑷ 給与の決定・計算・支払いの方法，給与の締切・支払の時期に関する事項  

⑸ 退職に関する事項（解雇の事由を含む。）  

（雇用期間） 

第１２条 契約職員の雇用期間は，１年以内とし，契約職員の当該更新直前の雇用期間に

おいて職員就業規則第２２条第１項各号及び第２項各号のいずれにも該当しない場合

に限り，更新することができる。ただし，事務補佐員については，通算して５年を超

えることはできない。公立大学法人京都市立芸術大学が締結する有期労働契約の契約

期間及び無期労働契約への転換に関する規程第５条に基づき，期間の定めのない労働

契約へ転換した契約職員については，この限りではない。 

２ 契約職員の雇用期間は，年齢６５年に達した日以後における最初の３月３１日を超え

ることはできない。 

３ 前項の規定にかかわらず，法人は，次に掲げる契約職員のうち欠員の補充が著しく困

難なものにあっては，１年を超えない範囲内で期限を定め，引き続いて勤務させるこ

とができる。 

⑴ 国家資格を必要とするもの 

⑵ 特別な学識経験を必要とするもの 

⑶ 採用が困難なもの 

⑷ その他特別な事情があるもの 

（退職） 

第１３条 契約職員は，次の各号のいずれかに該当する場合は，当該各号に掲げる日に退

職し，契約職員としての身分を失う。 

⑴ 自ら退職を申し出て，法人に承認された場合 法人に承認された退職の日 

⑵ 前条に定める雇用期間を満了した場合（雇用期間が更新される場合を除く。） 

雇用期間満了の日 



  

⑶ 死亡した場合 死亡の日 

   第３章 給与 

（給与） 

第１４条 再雇用職員の給与に関する事項については，公立大学法人京都市立芸術大学職

員給与規程の定めるところによる。 

２ 事務補佐員及び市退職職員の給与に関する事項については，再雇用職員の例による。 

３ 前２項の規定にかかわらず，契約職員の給料月額は，別に定める。 

 

   第４章 研修 

（研修） 

第１５条 所属長は，契約職員に対し，業務の遂行上必要な知識及び技能を習得させるた

めの研修を実施することができる。 

 

   第５章 災害補償 

（災害補償） 

第１６条 契約職員の業務上の災害（負傷，疾病，障害又は死亡をいう。以下同じ。）又

は通勤による災害に対する補償は，労働者災害補償保険法その他関係法令の定めると

ころによる。 

２ 前項に定めるもののほか，災害補償に関し必要な事項は，別に定める。 

 

第６章 雑則 

（雑則） 

第１７条 この規則において別に定めることとされている事項及びこの規則の施行に関し

必要な事項については，理事長が定める。 

（職員就業規則の準用） 

第１８条 職員就業規則のうち，第１３条（配置等），第１９条（自己都合による退職手

続），第２２条（解雇），第２３条（解雇制限），第２４条（解雇予告），第２５条（退

職後の責務），第２６条（退職証明書），第２６条の２（人事異動），第２８条（誠実

義務），第２９条（職務専念義務），第３０条（服務心得），第３１条（遵守事項），第

３２条（倫理の保持），第３３条（ハラスメントの防止等），第３４条（入構禁止又は



  

学外退去），第３６条（勤務時間，休日及び休暇等），第３７条（育児休業等），第３８

条（介護休暇），第４１条（懲戒の事由），第４２条（懲戒の種類及び内容），第４３条

（懲戒の手続等），第４４条（訓戒等），第４５条（損害賠償），第４６条（安全及び衛

生），第４７条（出張），第４８条（旅費等），第４９条（福利厚生），第５１条（退職

手当）及び第５２条（不服申立て）の規定は，契約職員に準用する。 

 

   附 則（平成２６年３月２６日決定） 

 この規則は，平成２６年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２７年３月３日決定） 

 この規則は，平成２７年４月１日から施行する。 

 


